
第17回オンライン勉強会

社労法務システムLunomaで行う
　　　　　　　　労働保険年度更新

2026年3月26日（木）13：30～14：20

＜本日のプログラム概要＞
　●本年度の年度更新に関するアップデートの予定
　●年度更新の流れ（個別）
　●補足資料について
　●質疑応答（予定）



年度更新業務アップデートスケジュール予定

日程 アップデート内容

第一弾 3月 27日 雇用保険料率変更

第二弾 5月下旬 労働保険電子申請様式ID変更

6月1日～ 電子申請受付開始

アップデート予定日につきましては、日程が前後する可能性がございますことをあらかじめご了承ください。



月毎に集計された12か月分の賃金
データを手入力して集計する2

登録されている1年分の賃金
データを使って集計する1

年間の賃金総額を手入力して
労働保険料を算出する3

賃金集計メニューでワンクリック集計

算定基礎賃金入力報告書印刷メ
ニューに月毎の賃金データを入
力

保険料算出＆申告書印刷メ
ニューに年間賃金額を手入力



年度更新の流れ（個別）

①　マスターデータの確認
②　月別データ確認、訂正
③　基本データ作成
④　賃金集計
⑤　算定基礎賃金報告書出力、確認
⑥　保険料算出＆申告書印刷
⑦　電子申請　

詳しくは【FAQ1482】【社労法務　年度更新の流れ】をご覧ください



①　マスターデータの確認

【17:労働保険関係チェックリスト】
　
　事業所マスターに登録されている
　労働保険情報を確認できます
　事業場一覧も出力することができます

【18:月別労保賃金チェックリスト】
　
　月ごとに登録されている賃金データを
　確認できます
　賃金以外にも事業場や業種情報もあり、
　事業場および業種を指定して出力ができます
　個人別または月別で出力することができ、
　CSV出力も可能です

詳しくは【FAQ1483】【年度更新　マスターが整っているかを確認する】をご覧ください



①　マスターデータの確認

【19:月別被保険者区分チェックリスト】
　
　賃金管理データに登録されている月毎の
　被保険者区分を確認できます

詳しくは【FAQ1483】【年度更新　マスターが整っているかを確認する】をご覧ください

チェックリストのデータは全て　　　　　　　から反映されています

チェックをしたらデータが違っていた場合・・・



②　月別データ確認、訂正

【23:（月別集計区分訂正）区分別にて訂正
　
　各月ごとの区分を一覧で修正できます
　●雇保区分
　●雇保被保険者区分
　●労災被保険者区分
　●労災業種
　●事業場コード

　①種
　労災業種を一括で訂正することができます
　②場
　事業場を一括で訂正することができます

　訂正した内容は賃金管理データに反映されますが
　個人マスターには反映しません

詳しくは【FAQ1483】【年度更新　マスターが整っているかを確認する】をご覧ください



③　基本データ作成

【06:基本データ作成（指定年度分）】メニューで　
年度更新を始めるための基本データを作成します

●基本データは「確定年度」で作成します
●上段は事業所マスターに登録されている労働保険情報が、
　下段は年度更新基本データ作成後の情報が表示されます

①【賃金集計月の設定】について
　賃金管理データのいつのデータを反映させて集計を行うかの　選
択をします

詳しくは【FAQ309】【年度更新　労働保険基本データの作成と削除】をご覧ください

締め日が４～３月の給与月 締め日が属する月が４月～３月の
賃金データを反映します

支払日が４～３月の給与月 支払日が属する月が４月～３月の
賃金データを反映します

常に４月～３月を設定 賃金管理４月度～３月度に登録されて
いるデータを反映します

　前年度のデータが存在する場合は、前年度の集計月と同じ設定にする。
にチェックを入れると、前年も前年度年度更新を行っている場合に前年度と同じ設定を反映させます



③　基本データ作成

＜表の見方＞

黄色 基本データが作成されている労働保険

ピンク色 事業所マスターと基本データ作成済情報に相違

がある

♦基本データの再作成が必要

♦労働保険番号に変更が生じた場合は、　　　

データを削除してから再作成します

♦基本データを再作成すると算定基礎賃金入力

や保険料算出データはクリアされます

詳しくは
【FAQ810】【年度更新　基本データ作成画面でピンク色の行がいくつかあるのですが、どうすればいいですか？】
【FAQ784】【年度更新　基本データを作成後に事業所の労災業種を修正することはできますか】
をご覧ください



④　賃金集計

【09:労働保険賃金集計】
　
　賃金管理データをもとに労働保険番号ごと、
　月ごとの賃金集計を行います

①労働保険マスターで「賃金集計より算出」の登録
　がされている労働保険が集計対象です
②メリット適用の場合に増減率を設定できます
　修正した内容は労働保険マスターには反映しません

③集計期間が表示されます
a：賃金管理データから反映される月度期間を設定
　します
b：年度更新期間がセットされます
　ここを変更すると集計結果が正常に反映されません
　R07.04～R08.03で固定してください

詳しくは【FAQ771】【年度更新　賃金集計をしたが、算定基礎賃金等報告書の賃金欄がずれている】をご覧ください



④　賃金集計

①賞与の支払月設定
　賞与支給が4回以上ある場合は3回にまとめられます
　月度表示選択のチェックがついている支給月に、
　それ以下のチェックがついていない賞与が合算されます

②人数カウント方法
　賃金データ支給額が0円の従業員を被保険者として
　カウントするかを設定します
　初期設定は、雇用保険「カウントする」
　　　　　　　労災保険「カウントしない」です

詳しくは【FAQ787】【年度更新　雇用保険と労災の人数が合わない】をご覧ください



④　賃金集計

③事業場・労災業種の照合 （労働保険と各月の賃金管理データ）

　次の場合に集計方法を選択できるようになります
　●1つの事業場のみ基本データが作成されている
　●労災業種が同じ事業場が複数ある

事業場コード

一致したデータのみ集計 基本データ作成されている労働保険情報と
一致したデータのみ賃金集計されます

全データ集計
すべての被保険者の賃金が集計されます
　事業場が違っていても基本データが
　作成されている事業場に合算されます

労災業種コード

一致したデータのみ集計 基本データ作成されている労働保険情報と
一致したデータのみ賃金集計されます

全データ集計
すべての被保険者の賃金が集計されます
　労災業種が違っていても基本データが
　作成されている事業場に合算されます

詳しくは【FAQ769】【年度更新　賃金集計時の条件　一致したデータのみ集計と全データ集計の違い】をご覧ください



④　賃金集計

④集計対象外データ表示設定
　集計がかからなかった従業員が一覧で表示されます
　多くは事業所労働保険マスター情報と賃金管理データ内の
　「事業場」「労災業種」情報に相違がある事が原因です
　その場合は、「月別集計区分訂正（区分別）」にて
　　登録内容の確認と修正を行い、賃金再集計を行います

□雇用・労災非加入者も一覧に表示する
　非加入者を一覧に表示させたくない場合は、チェックを外します

a.修正不要
　雇用保険非加入者の為、
    集計対象外が正しい

b.修正・再計算が必要
　事業場の労災業種と異なるため集
計がかからない

詳しくは【FAQ795】【年度更新　労働保険料集計で労災が集計できない】をご覧ください



④　賃金集計

⑤雇用保険の賃金集計をまとめる
　次の場合に選択ができるようになります
　●複数の事業場にそれぞれ雇用保険が成立している
　●複数の事業場の基本データが作成されている

事業所毎に集計 それぞれの事業場ごとに集計を行う

１つに集約する すべての事業場の賃金集計を１つの事業場に合算する

集約先事業場 賃金集計の合算先の事業場を選択する

　　賃金合計を集約できるのは雇用保険のみです
　　労災保険の集約を行うことはできません

※雇用保険のみ成立している事業場がある場合は、当該事業場の基本データ作
成は行わず、労災保険・雇用保険共に「全データ集計」を行う事で、基本データが
作成されている本社に集約し賃金集計することができます

詳しくは【FAQ774】【年度更新　労災業種が同じのため、労災は本社で一括・雇用は支店毎に集計、申告したい】をご覧ください



⑤　算定基礎賃金報告書確認、出力

【13:算定基礎賃金入力報告書印刷】メニュー　

　賃金集計をした結果が表示されます

●社労法務システムLunomaに賃金データがない場合、
　このメニューで手入力で賃金データの登録ができます
●手入力した情報は事業所マスター、賃金管理データ
　には反映しません
●基本データの再作成をすると手入力したデータは
　クリアになるのでご注意ください

詳しくは【FAQ797】【年度更新　労働保険番号を変更したら算定基礎賃金等報告書が印刷されなくなった】をご覧ください



⑤　算定基礎賃金報告書確認、出力

【報告書印刷設定画面】　

●用紙を選択してください

●以下事項はこの画面で入力をします（印刷時のみ反映）
・新年度賃金見込額
・作成者氏名欄

●賃金集計表（個別用）の「出向者の有無」「役員で労働　者扱
い」欄は、出力前に入力画面が表示されます
　予め登録しておくメニューはなく、当該年度のみ入力内　容は
保存されます

詳しくは【FAQ772】【年度更新　労働保険算定基礎賃金集計表を出したい】をご覧ください



⑥　保険料算出＆申告書印刷

【15:保険料算出＆申告書印刷】メニュー　
集計した賃金をもとに保険料を算出します

①算出が必要な場合、赤く「保険料未計算」と表示されるので、白い
紙のアイコンで確定、概算保険料の算出を行います
算出が必要な場合とは…
・賃金再集計を行った
・賃金等報告書の修正を行った
・一括有期事業総括表算定見込額の修正を行った

②確定、概算保険料を手修正できます

③概算の算定基礎額を確定分と異なる額にしたい場合、概算区分
を「前年度と変わる」に変更する必要があります

④メリット適用、増減率を設定できます
手修正した情報で保険料再算出されます
修正した内容は賃金等報告書には反映されません

詳しくは【FAQ1485】【年度更新　保険料算出＆申告書印刷の手順】をご覧ください



⑥　保険料算出＆申告書印刷

詳しくは【FAQ659】【年度更新　前年度にシャルフで年度更新を行っていないので、申告済み概算を手入力したい】
　　　　【FAQ307】【年度更新　労働保険料（年度更新）還付額を一般拠出金に充当して電子申請したい】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をご覧ください

【15:保険料算出＆申告書印刷】メニュー　

⑤拠出金充当
　充当額が発生する場合　☑拠出金充当　にチェックを入れる　と一
般拠出金に充当できます
　仕様上、紙申請と電子申請では取扱が異なります

⑥申告済概算保険料 は前年度、社労法務システムで年度更新を　
行っていると前年の概算保険料が自動セットされます

⑦延納の申請
　分納金額の修正はできません

紙申請 充当額が発生する場合であれば一般拠出金に充当できます

電子申請 はじめに労働保険に充当後、さらに還付がある場合のみ一般
拠出金に充当できます



⑥　保険料算出＆申告書印刷

【15:保険料算出＆申告書印刷】印刷設定画面

詳しくは【FAQ782】【年度更新　保険料申告書で労働保険料に数字が入る場合と入らない場合がある】をご覧ください

①用紙選択
　申告書用紙の選択をします
　A4チェック用紙では申請書のフォームで確認できます

②枝番号
「印字する」で個別の枝番（000）を印字できます

●雇用と労災が同額の場合は、労働保険料欄のみの印字です

　同額の時も明細印字をしたい場合
③□労災賃金＝雇用賃金の時も明細欄を印字する

④□概算の労災と雇用が同額の場合でも
　　労災と雇用に印字する



⑦　電子申請

【20:一括申請（労働保険適用徴収】メニュー 　

毎年e-Govの仕様IDが変わるため5月下旬ごろアップデート対応します
保険料算出までは行っておき、電子申請受付開始されたら一括申請データを作成して送信してください

申請手続き名は成立している内容によって選択します

申請手続き名の選択

① 労働保険年度更新申告
両保険
雇用保険
請負ではない労災保険

②
労働保険年度更新申告

（建設の事業）
一括有期事業

詳しくは【FAQ98】【年度更新　電子申請データを送信するまでの流れ】をご覧ください



⑦　電子申請

保険料算出をした結果が反映されます
「各種区分」「あて先（労働局」は一度登録をすると保存されます

以下項目は、労働局から
事業所宛に送付された申告書
に記載された内容と差異が
あると返戻されます
申告書通りに入力をしてくださ
い
●確定保険料率
●概算保険料率
●各種区分

詳しくは【FAQ760】【年度更新　電子申請データ作成時エラー「料率が違う」】
　　　　【FAQ1431】【年度更新　電子申請の際に労働局の選択が出来ない】をご覧ください



⑦　電子申請

納付関連情報は労働保険料の支払い方法により
選択します
＜電子納付＞
●e-Govインターネットバンキング納付
●（e-Govを経由しない） インターネットバンキング納付
●Pay-easy対応ATMからの納付

＜印紙・現金納付＞
●口座振替
●金融機関で納付用紙による納付

公文書の取得は【電子申請】05：社労法務イージアAPI　
またはロボゼロで行います

詳しくは【FAQ1490】【【社労法務】年度更新　電子申請の納付関連情報はどちらを選択すればいいか】
　　　　【FAQ669】【年度更新　電子申請　公文書（納付情報）取得の流れ】　　をご覧ください



補足資料

●還付額を全額充当する場合
●出力内容の確認と訂正画面の四則演算
●一括有期事業年度更新の流れ



還付額を全額充当する場合【紙申請の場合】
還付が発生する場合に全額充当し還付徴収額0にして申請するには、概算保険料額を修正します

①概算区分「前年度と変わる」
　還付額を充当できるよう
　概算算定基礎額見込を変更する

②保険料手入力
　端数が合わない場合は
　保険料額を修正する

③拠出金充当
　一般拠出金を充当

詳しくは【FAQ788】
【【社労法務】年度更新　労働保険料申告で還付額も不足
額もないように、申告済み概算保険料をそのまま概算保
険料として申告したい】をご確認ください



e-Govの仕様に基づきシステムにて四則演算を実施しています
以下の計算式に当てはまらないとエラーになります

①算定基礎額×保険料率＝保険料額
　端数を合わせるため保険料額を手修正する場合は、
　保険料率を０に変更してから「ゼロを非表示にする」にします

　　申請情報は送付された申告書の内容と一致している必要があります
　　その為申告書に保険料率の記載がある場合は、
　　保険料額のみを修正して電子申請することはできません

②充当額＋還付額＋不足額＝申告済概算保険料額－確定保険料額

③充当額≦概算保険料額＋一般拠出金額

④充当額は概算保険料額を充当したのち一般拠出金を充当

還付額を全額充当する場合【電子申請の場合】
還付が発生する場合に全額充当し還付徴収額0にして申請するには…

詳しくは【FAQ307】
【【社労法務】年度更新　労働保険料（年度更新）還付額を一般拠出金に充
当して電子申請したい】をご確認ください



（電子申請）出力内容の確認と訂正画面の四則演算

e-Govの仕様に基づき四則演算のプログラムが組まれているため、整合性のとれない数値が
入力されているとエラーになります

黄色アラートは注意喚起です
このままでよろしければ「次へ」で進むことができます

赤色アラートはエラーなので進めることができません
当該画面で修正をするか、申告書用紙での申請となります



一括有期事業年度更新の流れ

①マスターデータの確認
②開始入力
③完了入力
④基本データ作成（指定年度分）
⑤一括有期事業 集計・印刷
⑥保険料算出＆申告書印刷
⑦電子申請

詳しくは【FAQ786】【【社労法務】年度更新　一括有期の集計方法】をご覧ください

一括有期



①マスターデータの確認
一括有期

【17:労働保険関係チェックリスト】
　
　事業所マスターに登録されている
　労働保険情報を確認できます
　事業場一覧も出力することができます

一括有期事業としての登録条件

① 労働保険番号 基幹番号末尾「5」

② 保険料計算区分 請負金額より算出

③ 労災適用業種 「31」「32」「33」「34」「35」「36」「37」



一括有期②開始入力

【04:開始入力】で事業の情報を登録します
「一括有期事業報告書」を出力する場合は登録が必要です

①データ取込み
　テンプレートを使用して
　登録情報の取込ができます

②請負金額
　税抜金額を登録します

③事業予定期間
　年度をまたぐ場合も
　正しい期間を登録します

詳しくは【FAQ761】【【社労法務】年度更新　一括有期事業開始入力からデータをインポートする】をご覧ください



一括有期③完了入力

【05:完了入力】
事業期間が年度をまたぐ場合の繰越し設定、請負金額の変更登録をします
※年度をまたがずに完了した場合は必ずしも入力の必要はありません

紙とペンのアイコンで修正開始します

【期間・金額変更済】
　●事業期間（実績）を変更
　●加算する額・控除する額を登録

【次年度に繰越】
　●今年度の集計に反映しません
　●集計一覧に表示されません
　●報告書への印字有無を選択できます



一括有期
④基本データ作成（指定年度分）

【06:基本データ作成（指定年度分）】メニューで　
年度更新を始めるための基本データを作成します

①白い紙のアイコンをクリック
②対象の労働保険番号に選択チェックを入れる
③完了をクリックする

●基本データは「確定年度」で作成します
●上段は事業所マスターに登録されている労働保険情報が、
　下段は年度更新基本データ作成後の情報が表示されます



一括有期⑤一括有期事業 集計・印刷

【08:一括有期事業集計・印刷】
白い紙のアイコンをクリックし、開始入力で
事業登録がされている内容で集計をします
開始入力がされていない場合この画面で請
負金額を手入力することができます

メリット適用がある場合
確定・概算それぞれの増減率を設定します

　　　期別毎に増減率が違う場合は
　　「期別メリット設定」にて設定します



一括有期⑤一括有期事業 集計・印刷

概算業種の変更確認画面 が表示されることがあります
事業所労働保険マスタに登録されている労災業種の賃金総額よりも賃金額が多い業
種がある場合、概算の業種を変更することができます

　　　　確定の業種は変更されません
　　　　事業所労働保険マスターには反映しません

保険料算出＆申告書印刷メニュー



⑤一括有期事業 集計・印刷

集計ができたら「一括有期事業総括表」「一括有期事業報告書」を出力できます

一括有期事業総括表印刷設定画面で用紙選択をします

労働保険マスターの成立区分（事務組合または個別）に
関わらず、選択した帳票により計算方法が決まります
出力をする一括有期事業総括表の帳票種類により
差異が生じるので、出力時の帳票種類をご確認ください

一括有期事業報告書は「開始入力」を行っている事業
のみ出力をすることができます

詳しくは【FAQ1486】【【社労法務】年度更新　一括有期事業総括表の賃金総額が合わない】をご覧ください

一括有期



⑤一括有期事業 集計・印刷
請負金額ではなく実際の賃金総額で算定する場合

一括有期

①総括表請負金額訂正
請負金額（消費税換算後）
請負金額総額のうち請負算定分に修正

②処理コード【C 賃金総額変更】で「実行」
賃金総額を変更できるようになるので
請負金額算定額＋実賃金額に修正

●請負金額のうち賃金算定分、請負金額総額のうち賃金算定分を登録

　　　　　　　　　　　　　　③一括有期事業総括表
　　　　　　　　　　　　　　　請負金額欄が２段に表示されます

　　　　　　　　　　　　　　　報告書には修正内容が反映しません
　　　　　　　　　　　　　　　イメージ印刷にて手修正する必要が　　　　　　　　　　　　　　　
あります



⑥保険料算出＆申告書印刷 一括有期

【15:保険料算出＆申告書印刷】メニュー　

集計した一括有期データをもとに保険料を算出しま
す
白い紙のアイコンをクリックします

この画面で業種ごとの概算見込金額を入力して
概算保険料算出をすることもできます

詳しくは【FAQ779】【【社労法務】年度更新　労働保険料申告の保険料算出画面で、一括有期の金額の入力について】をご覧ください



⑥電子申請

一括申請の申請手続き名の選択では
労働保険年度更新申告（建設の事業） を選択します

元請0（確定0）で申請する際、一般拠出金が空欄でエラーに
なることがあります
一般拠出金欄を右クリックし「ゼロを表示」をクリックして
ください

「一括有期事業の添付書類」タブで「一括有期事業総括表」
「一括有期事業報告書」を添付します

一括有期

詳しくは【FAQ669】【【社労法務】年度更新　一括有期　確定保険料が０円の労働保険申告（電子申請）をしたい】をご覧ください


